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１会長あいさつ

第４回の新城市市民自治会議を早速始めさせていただきます。

今日は、重要な新城市の市長立候補予定者の公開政策討論会の準備についての議題と、

これから深めていかなければいけない地域自治区の調査のこと、この２点について今日は

御審議いただくということになりますので、どうぞ最後までよろしくお願いいたします。

議題(１)新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会についてということで、

まずいただいた資料について事務局からお願いします。

２議題

⑴新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会実行委員会について

事務局 新城市市長選挙立候補予定者公開政策討論会の実行委員会の検討というこ

とになります。

これまで実行委員会の委員さんについて、市民自治会議のほうでいろいろ

話をしていただきました。その中で謝礼をどうするかということが出てきて

おりました。皆さんの意見、議会のほうからもいただいた意見をまとめさせ

ていただいて、ここに簡単な表がありますけれども、１番から５番が考えら

れるかなというところでまとめさせていただいております。

１番、２番につきましては、謝礼と交通費を支給、１番が交通費を支給、

２番目は謝礼のみで交通費を含むということでございます。条例を施行する

ための公務であるから支給すべきですとか、勉強会のときはまだ支給はしな

いというような御意見もいただいております。

議会のほうからも、責任の重さが違う、報酬があると責任が出てくるので

はといったような意見がございました。ボランティアでやるのは限界がある

のではないかというような意見もいただいております。

３番、４番につきましては、謝礼なし、交通費のみ支給、両方とも支給し

ないというものが挙げられております。

最初のところでは、公職選挙法に基づく寄附行為が疑われるので無報酬で

よいと、ここら辺は議会から出てきておりました。それから、過去の政策討

論会も無報酬でＪＣの方たちはやられていたというところです。それと、す

べての実行委員が無償で、推薦者との差をつけず全員同等にというような御

意見もいただいております。また、会議に来てもらうので、交通費だけは支

払ってはどうかというような意見もございました。

５番ですけれども、市民からなる実行委員には支給して、陣営からの推薦

者には支給しないというような意見もあったわけですけれども、推薦者のみ

支払わないとする理由というものが難しいのではないかというような意見で

す。事務局の案としまして、③または④ということでここに書かせていただ

いております。

公開政策討論会は、もちろん選挙運動とは区別されるものではあるのです

けれども、公開政策討論会の先には選挙があることも事実である。選挙運動

員は原則ボランティアで行うとなっております。ここには労務者、うぐいす

嬢、手話通訳を除くと書いてあります。うぐいす嬢というのは車上運動員で
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す。名前を連呼したりするということですけれども、そういった方たちは公

職選挙法で上限額が定められて報酬を支払われておりますが、それ以外の方

たちは原則ボランティアということです。

実行委員会への謝礼支給ということは、続いて選挙が行われていくわけで

すので、そこで誤解を招く可能性があるなと考えております。特に現職が立

候補予定者となる場合には、公職選挙法の寄附行為に当たる、当たらないと

いった論争が生じかねないということで、市が行う公開政策討論会は初回、

今度は初めてだということで、まずはこの公開政策討論会を成功させること

を第一として、謝礼なしから始めてはどうかなということです。それと、交

通費支給につきましては、出す、出さないの検討をしていく必要があるかな

と考えています。

それから、立候補予定者からの推薦者は、基本的には政治活動としての参

加ということで、謝礼支給には疑念があるかなというところです。同じ実行

委員でありながら、謝礼を支給される者、されない者がいるというのは、公

平ではないのかなというところを事務局では考えているところです。この謝

礼について御意見を頂戴したいと考えております。

裏面に、実行委員会の委員、前回人数のところ、施行規則にこの人数がう

たってあるものですから、この人数でよろしいかどうかという御意見をいた

だきまして、15名というのが妥当ではないかという意見をいただきました。

それを受けまして、施行規則のほうは原案どおり施行していきたいなと考

えているところです。

この実行委員会の構成ですけれども、例えば一般枠で５名なら５名という

形で募集をするのか、あと考えられるのは、まちづくり政策に関わったこと

がある方ということで、自治基本本条例に基づく委員の経験者ということで

地域協議会の委員とか女性議会、若者議会の経験者の枠を設けておく。それ

から、前回の政策討論会の経験者ですとか、過去の政策討論会を行ったこと

がある方、ＪＣの方が主だと思いますけれども、そういった経験者の枠とい

うものも設けておいて、広報で募集するのは一般枠というような形で募集す

るのがいいのかな。その辺も非常に悩ましいところではあるのですが、募集

するにあたってその辺も決めておかないと募集ができないなと考えていま

す。

最後のところですが、その他ということで書かせていただいておりますけ

れども、この公開政策討論会を実施するためだけではなく、主権者教育とい

う話が市民自治会議でも出ていたかと思いますが、中学生や高校生、女性な

どにも参加していただいて、関わっていただきたいなというところがありま

して、ワークショップを開催するだとか、実行委員会のほかに分科会だと

か、公募してそういう勉強会などを行ってみてはどうかというような意見が

市長のほうからも話がありまして、そういうものもぜひ検討していただけた

らというような意見がありましたので、そこに挙げさせていただいておりま

す。
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委 員

事務局

委 員

事務局

委 員

会 長

事務局

会 長

公開政策討論会の検討につきましては、お配りしました資料については以

上になります。

よろしくお願いいたします。

質問ですが、こういう公開政策討論会は、新城市で初めてやるわけです

ね。前例がないと。一番の問題は、公職選挙法にかかるかどうかというの

は、どういうふうに扱われるか知りたい。専門家に一度意見を聞くというの

はできないですかね。多分いいと思うのですけれども、細かいこと、例えば

謝礼の問題とか、それは小さい問題ですけれども、そういう話も念を押すた

めに法務局で聞かれて、裁判所の裁判官ならいいかもしれませんけれども、

そういうことはできないのですか。

政策討論会全体。

全体もそうですし、それは条例がもう通っているから問題ではないと思う

のですけれども。謝礼の問題も公職選挙法にあれしていたらまずいですか

ら。根拠がはっきりしていますので。

大体国に聞こうと思いますと、県を通せと。市町村から聞くと県を通せと

いうことは言われます。聞くとしたら、県の選管になるのかなとは思うので

すけれども。ただ、心配をするというか、ここにも書かれていますけれど

も、公職選挙法でいうところの寄附行為に当たるか、当たらないかという部

分ですけれども、寄附というと、立候補予定者が自分のお金を選挙区の人た

ちに渡すというようなイメージがあるのですが、一方で市のお金を渡すとい

いますか、予算をとって謝礼を払っていくというになるのですけれども、そ

こら辺というのは、実はこの公職選挙法も判例とかに基づいて今まで裁判が

起きたりして、そういったものから判断されていくというところがあって、

それの結論を出そうとするとすごく長くかかってしまう気がします。

最初はボランティアでいいのですけれども、その辺も一度、時間がかかっ

てもいいから法務局の専門家に聞いてみるということも大事だと思うのです

けれども。

これが他の市町村でやっていれば、そこに聞くといいのですけれども、初

めてですので、だからそういうことを心配しているのです。

ちょっとよろしいですか。そもそもこの市長選挙立候補予定者の公開政策

討論会というのは、これは公職選挙法の適用対象なんですか。

そうじゃないですね。

あくまでも一般の、いわゆる立候補したいなという人がその気持ちを表明

して、自分の考えを表明する場なんだけれども、その先には立候補する可能

性はあるということなんだよね。今はまだ立候補するかどうかわからない人

なんだけれども、そもそもこういう立候補を想定した政治活動について、市

で条例でしっかりと市政の参加、知る機会を保障しようということでこの条

例を制定して、運用していくわけだから、公職選挙法の適用とは違う事業を

やろうとしているわけだから、だからそもそも公職選挙法の寄附行為に当た

ることはない。公職選挙法の適用外だから。公職選挙法の寄附行為に当たる



4

委 員

委 員

委 員

ことはないでしょう。

だけど、選挙につながっていく方でもあるので、疑われることは極力やめ

ましょうという考え方に立っていくならば、謝礼という話は特段なくてもい

いというのは、多分議会のほうの考え方でもあるだろうし、我々というか僕

自身もそれは賛成です。交通費については、これはいわば市民が知る権利の

ためのまちづくりの勉強会なので、市民まちづくり集会とよく似たような形

なので、それについてはあえて、交通費については支給するという判断も、

これは考えてみる価値はあってもいいだろうと思います。

だから、公職選挙法に基づくという前提で議論をしていくとまた話が戻っ

ていってしまうので、そこは気をつけたほうがいい。

以上です。

白黒つけないと進めないという話なので、ある意味白黒をつけるために、

初めてとのことをやるならば、やはりきちんと調べて、場合によってはやっ

てみてだめとなったときにやめるという言い方がいいのかどうかわからない

けれど、チャレンジも必要かなと。

もう１つ、私が思ったのは、それが選挙につながるからと言われてしまう

と、例えば直前でやればつながるのだけれども、ある程度の期間を置けばそ

れにつながらないという考え方なら、実施する機会をもう少し早くする。

もう１つは、そういう機関があって、その都度やるのはいいのだけれど、

市民の経験とか教育をやるのなら、ある意味常設をして、常にこういうよう

な形で委員会をやるのか、勉強会をやるのかあるのですが、常設でやるなら

たまたまその時期にはまったやるという形にもっていくというもっていき方

も、このせっかくの条例を生かすやり方かなと思う。さっき言った選挙に近

すぎると問題があるのなら、選挙日から離す形のもっていき方も、今回せっ

かくですから、考えてチャレンジでやるのもいいのかな。◯◯委員と同じよ

うなところなのですけどね、そのように思いました。

謝礼は、私はある、ないということより、やはり付けて出さないと協力で

きないと思うのです。ボランティアもそうですけれども、多い、少ないでは

なく、それがひとつの評価だと思うのです。せっかくやったことに対してあ

りがとうでいいのですけれども、労働と一緒で何かが出るというのもひとつ

の評価になると私は思うので、やはり謝礼という言い方なのか、職務として

の、そういう対価に払うという形でやはり謝礼を出していくというのは重要

かなと思います。

以上です。

ＪＣがやられましたね。あのときはそういう話は全くなくて、もうボラン

ティアだと言って最初からやられた。交通費は出たのですか。

交通費なし。青年会議所という会の中の活動の一部ということなので、交

通費が出るとか、報酬が出るとかそういうことではなく、あそこは会員が会

費を納めて自分たちで運営している団体なので、そこが主催するということ

だったら、よその人を頼むわけではなく、全く性質が違うかなと思います。
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委 員

委 員

会 長

委 員

会 長

事務局

会 長

事務局

会 長

年間35万円ぐらい払っているのです。社会のいろいろなことが当たり前だ

から、自前のお金で活動するという１つのはしりだったのです。すべて会員

の会費とＯＢの寄附等でやっています。ＪＣにしてみれば社会奉仕です。

この謝礼につきましては、一回この謝礼を払わないということになると、

それを復活させるというは難しいだろうと思います。ただ、そういう今の疑

念が出てくる。特に候補者の陣営から出てくる人たちの問題だと思うので

す。そこのところは、やはり謝礼を払わないということでいったほうがいい

ので、それを区別することができないということであれば、なしでいくとい

うことでいいのではないかと思います。

これを復活させるのは今後できないという前提のもとに、この謝礼の議論

をしていく必要があるかなと思いましたので、発言させていただきました。

他の委員のみなさん、どうでしょうか。

私も◯◯さんと同じようなところで、最初からないものは復活は難しいで

す。例えば候補者に関連する色分けはなかなか難しいのですけれども、例え

ば給料という形だといただかないわけにはいかない。謝礼の場合は、辞退す

るということは問題ないんですよね。だからセットとして出しておいて、ど

うしてもその関連の人は、こちらから言う話ではないのですけれども御辞退

いただくのもひとつね。御辞退いただいたことは明らかですよね。この方は

立候補者の関係だけれども、一応いただいたけれども御辞退されたねという

のは、明記すれば、それはそれでひとつの公平性が保てるので、そういうこ

とまで文書で決めることが出来るのか、出来ないのかは別として、謝礼につ

いては辞退できるかどうかというのもひとつのもっていき方だと思うんで

す。◯◯さんが言われるように最初からなかったら、こういうものは絶対に

出来ないです。

事務局、皆さんが今、この制度の恒久性について心配されているので、そ

もそも実行委員会委員謝礼云々という話は、どういう規則に基づいてつくっ

て、そしてもしそこで問題が途中で発生したときに運用を中止したりとか、

見直すということはできるのかどうか、そのあたりをもう少し丁寧に説明し

てもらえませんか。

どういったきまりで支払っていくかということですが、これで条例が出来

て、規則も原案どおりいきます。そうすると、その下に別途、別に定めると

いう言葉がありますので、実行委員会の運営要領ですとか、謝礼支払いの要

領ですとか、そういったものを別に定めていく形になります。

その要領というのは、例えば運用上、やはり問題があると、例えば当事者

であるとか、市の側であるとか、そういったところが判断したときには、そ

の要領というのは再修正して運用することが出来るのですか。

出来ます。

つくったら途中で変更できないという前提はないですよね。

皆さん、今、聞いていただいたとおりなので、やってみて、まずいと思っ

たら途中で変えることもできると。



6

委 員

会 長

委 員

会 長

委 員

委 員

他、いかがでしょうか。

さっき◯◯さんも発言されたのですけれども、報酬があるという形にして

おいて、他の市役所のいろいろな委員会でも報酬の口座を登録する用紙と一

緒に辞退届という用紙を必ずくれます。そこで自分で決めて、自分の立場と

か、そのときの役割によっては、口座番号を登録せずに辞退届に自分のサイ

ンをして提出するということをしているので、そういうやり方をすると決め

ておけば、それぞれの陣営から出られた人はそういう形、そうしてください

とは言えないのですけれども、そういう形でやるというのは可能かなと思い

ます。

陣営から出る方たちが辞退する場合の理由って何でしょうかね。今、◯◯

さんが言ったのは、謝金・交通費の二重払いを防止するということで大体運

用されるケースが多いのだと思うのだけれども、今回の陣営から出る人と一

般で出る人に、例えば謝金、謝礼、交通費を出す、出さないという結果が生

まれる場合の根拠としては、今のように陣営から出る人が辞退をするという

ことで、結果として出ないということになるわけですよね。そうすると陣営

から出る人が辞退する理由は何でしょうね、◯◯さん。

資料を見させてもらってですけれども、１番のところにありますように条

例を施行するための公務であると。先ほども話がありましたように選挙運動

とは違う。公職選挙法にかかわることはないということもあります。それな

らば公務であるというのですが、それは当然出してもいいと思いますし、ま

た永続、長く続くためにも、あるいは運営そのものの予算というものを考え

れば、当然そういう方法をやっていただくのですが、当然かなということは

思っています。

５番のところに陣営からの推薦ということ、いわゆる運営に携わる公募

で、公平な立場でいろいろな陣営の立場を踏まえて、それを越して、全体の

ことを知っている。どんなふうな形で話がもたれるということもあるわけで

すけれども、その中に陣営としての思いというものを出しながら運営してい

くということになると思いますので、そう考えると多少の利害があるという

ことで辞退してもらうのも私は差し支えないのではないかなと。以上です。

ありがとうございます。

最初は謝礼を出したほうがいいのかなと思っていたのですが、デメリッ

ト、寄附行為が疑われるとかそういうこともあるという意見を知って、ああ

そうなんだと思ったし、先ほど◯◯さんが、辞退、両方できるようにすると

いうのができたらいいのではないかとおっしゃっていたと思うのですけれど

も、私もそれがいいのかなと思います。以上です。

上のほうの謝礼を払うか、払わないかのところですけれども、そもそもこ

の公開政策討論会が選挙活動に当たらないとする以上、その場で払われる謝

礼金が、それだけをとらえて、そこは選挙活動の公職選挙法の寄附行為に当

たるのではないかという論争が起きることがまず間違っていて、そもそもそ

この前段階の公開政策討論会が違うものだから。そこも当たらないよねとい
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委 員

委 員

委 員

委 員

会 長

うことで進めていかないと、もともとの根幹の部分が緩んでいってしまうの

かなと思いました。

先ほど◯◯さんからも話がありましたけれども、謝礼なしで始めて、途中

で復活させることをしたほうが、その行為のほうがどちらかというと現職に

よる寄附行為を疑われるような事態を招くのではないかなと考えています。

下の立候補予定者からの推薦者への謝礼ですけれども、上の払う、払わな

いのところでも述べたように、そもそもこれが選挙運動とは区別されるもの

であると大前提にあるのであれば、全員に一律で払うことによって、逆に公

平性の担保であったりとか、不正はないよということをアピールするものに

なるのではないかなと思います。以上です。

私も◯◯さんがおっしゃられたように途中で変更するということのほうが

疑わしく思わせてしまうと思いました。

辞退届というものがありますし、こういう形がありますということを示せ

ばいいのではないかと思います。以上です。

僕もお金があるからというわけではないのですけれども、報酬があっても

なくても、やる以上にはしっかりその責務は果たすわけであり、受取ること

を辞退できるのであれば、僕もそのほうがいいと思います。受け取らないと

表明すれば受け取らないということで、僕は報酬はあってもいいと思いま

す。

市が行っている公的な会議で、実際に無報酬でやっているものがあるのか

どうかを知りたいと思いました。今度２月６日に市民まちづくり集会実行委

員会とかの報酬がどうなっているのか。市でも払っていないというものがあ

るのであれば、今回の件についても、払わない選択肢もあるのかなと思いま

した。以上です。

前、資料をいただいて読んだときに、過去、無報酬だったということで報

酬はなくてもいいのかなと思っていたのですけれども、この前、皆さんの意

見をお聞きしていて、やっぱり報酬があったほうがいいかなということです

けれども、ただ１つ引っ掛かるのが、表の③の交通費を支払う人になると人

によって金額が変わってきますよね。それよりは一律に、今ある謝礼として

一律の金額で交通費を含んで、先ほど皆さんが言われているように辞退され

る方は辞退して、平等になるような報酬になるのかなと思いました。以上で

す。

ありがとうございました。今、皆さんのお話の中で、市のほかの委員会の

話が出ました。これは事務局に確認しますけれども、自治基本条例の中でう

たっている各種いろいろな活動で、特にこのまちづくりを巡る市民の知る権

利を促していこうという取組として若者議会であるとか、市民まちづくり集

会であるとかがありますよね。こういう自治基本条例に基づいて市民の知る

権利をまちづくりを進める観点から行っていく事業で、委員をしてもらう人

たちに対する謝礼と交通費の扱いがどうなっているのか、皆さんに説明して

いただけますか。
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事務局

会 長

委 員

委 員

会 長

まず市民自治会議の皆さんは、市の附属機関ということで報酬を支払わせ

ていただいております。

それから、同様に若者議会も全体会につきましては、あれも附属機関とい

うことで報酬を支払っております。ただ、若者議会の中でもそれぞれ、今回

４つの事業が提案されているわけですが、委員会に分かれているときには、

これは謝礼という形で出ています。委員会を開催して、それに出席していた

だいた場合は謝礼として出ています。交通費は別です。

女性議会は、１日の議場でやる当日のみ、１日だけの3,000円の交通費込み

の謝礼を支払っています。その前の事前勉強会、オリエンテーション等いろ

いろ参加していただいておりますけれども、そちらについては無報酬、交通

費も出しておりません。

まちづくり集会ですけれども、まちづくり集会の実行委員会の委員さんた

ちは、実行委員会に参加すると１日3,000円、交通費込みでお支払いしており

ます。謝礼ということです。

市のほうの自治基本条例に基づく各種事業について運営をする際の謝礼、

交通費についての扱いはそういうことです。そことあまり大きく違う必要も

ないだろうということがあったし、また実際に今の皆さんのお話ですと、受

け取る、受け取らないというのは個人の判断の道もつくっておいてもいいの

ではないかということでもあったようなので。特にいろいろな委員会をやっ

ていると、各いろいろな機関からの代表で出てくる場合は、その機関から報

酬とか交通費が出るケースがあって、その場合には先ほど話があったように

辞退するということで二重の受取を防ぐことはやりますよね。同類の道もつ

くっておいてもいいのではないかということでもありました。

それぞれの課題についても文句は整理しないといけないと思います。事務

局のほうでそれぞれ出している根拠はこういうことがありますよということ

をだしてもらって、その中に今回の条例の部分がうまくはまるのなら、いい

と思うのです。たまたま出している文句を調べて思いました。

どういうふうになっても公職選挙法に関係しますので、県に報告して、ち

ゃんとそういうことの妥当性、承諾みたいなことをとっておいたほうがいい

と思います。

今、御意見いただいたことを整理する時間を少しいただいてもよろしいで

すか。今、ここで結論を出すことは少々難しいかなと思うし、いろいろな機

関に聞いてみてもいいのではないかという提案もいただきましたので。

皆さんにもう１つ考えてほしいことがあって、今回、これは何度も言うよ

うですけれども、公職選挙法に基づく行為ではないのです。ですから、公職

選挙法を前提とした話はやめてほしいということで、あくまでも公職選挙法

に基づく選挙活動の時期から大きく時期をずらして、それで実行委員会を立

ち上げて、運営していきましょう。目的は、新城市のまちづくりをより市民

目線で、市民自治で進めていくために幅広い市民の人たちにこれからのまち

づくりを巡るリーダーとなりたいという人が意見を述べる場、これをつくっ
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委 員

会 長

事務局

委 員

ていく、ただそれだけなのです。

市長になりたいと思っても、途中で体調が悪くてやめる可能性だってある

し、また議論をしていく最後の最後でやっぱり出たいという人がいきなり出

てくる可能性だってあるし、その場合には陣営からの選出はできませんけれ

ども。

今回の特徴は、皆さんに考えてほしいのは、中学生、市長がということを

言いましたけれども、市民の中には、新城市のいいところは中学生議会をは

じめとして、若い世代の人たちに市政を知って、そして意見を言って、行動

してもらいましょう。特に中学生議会は、ただ要望するだけでなく、課題が

あるならばそれを巡って、自分たちはこういうことをしたいという提案を市

の側にする、そういう中学生議会にかわったのです。ですから、より自分で

判断するためには、市のリーダーになりたいという人たちの意見を聞くとい

うことが大事で、そのためにもこの実行委員会の中に中学生のみんなもこれ

から委員として入ってもらいましょう。

そうすると、中学生の委員の人たちの扱いはどうしますか。今の皆さんの

お考えの中で、新たに中学生という枠を、あるいは高校生という枠の年代で

すよね。特に中学生の年代は、義務教育に関わっている子たちがこの委員に

ぜひなってほしいというのが、この制度を運用していく際のひとつ宿題とし

て投げかけられましたけれども、その人たちの報酬とか、あるいは交通費と

かをどういうふうに考えたらいいでしょうか。どうでしょうか。◯◯さん。

その他のほうの実行委員会におけるテーマの検討と、そういうところと連

動しているということでいいのですか。それとは別に中学生の枠というもの

を、要するに実行委員会の委員の構成の枠というものについてのことでしょ

うか。そこら辺を、先生が投げかけられたのはどちらで理解したらいいのか

ということですが。

事務局の先ほどの提案を僕が今、解釈しましたけれども、これは実行委員

会の枠で考えていいのか、それとも別枠ということで考えてほしいと言って

いるのか、あるいはどちらでもいいのか。その辺はどうですか。

どちらも考えらえるかなと思っております。実行委員会の委員として入っ

ていただくということも考えられますし、別で設けた勉強会といいますか、

そちらのほうに参加していただくような機会を設けることもあるかなと考え

ています。何しろ実行委員会ですと15人以内ということですので人数が限ら

れてしまいますが、ものすごくたくさんの中学生、高校生が入れるわけでも

ないなというところはあります。それでも少しでも入っていただいてという

ことは考えられるかなと思っております。両方ですね、どちらもということ

ですけれども。

わかりました。そういうことであれば、中学生も実行委員会の中に入ると

いうことも想定するということであれば、中学生が報酬を受けとれられない

わけではないという、税法上、全然問題ないと思いますし、それはそれで報

酬ありでもいいと思いますけどね。



10

会 長

委 員
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辞退という制度を皆さんがさっきおっしゃったので、それを設けておけ

ば、それを運用する可能性だってありますよね。

実行委員会自体がきちっとできているかまだわからないのですよね。若い

方が入るのは結構ですけれども、ある程度形が出来るまでは年齢制限みたい

なことがいいのか、ある一定の部分でやってもらって、勉強会から若い人も

入ってもらう形をとって、徐々に移行していく。機会を作るほうが先決かな

と思います。

皆さんの御意見を一回整理する時間をもらってよろしいですか。それで、

次回、皆さんのほうに提案する形にもっていきたいと思います。たたき台を

用意したほうが意見も出しやすいかなと思いますので、その根拠も含めて提

案をするようにしたいと思います。そこら辺のとりまとめは、◯◯さんと一

緒にやらせていただいてよろしいですか、皆さん。はい、ありがとうござい

ます。

直接関係ないかもわかりませんが、今いろいろな意見が出て、調べられる

ことは調べていただけるのですが、せっかく新城市が世界のアライアンスに

加入している。今回調べることについて同じようなことの問題ばっかりみる

だけでなく、世界とつながるチャンスがあるので、ここで議論したことを世

界ではどうなっていると調べられることは新城市の特権ですから。出来るだ

けそういうことで広く調べていただいて、逆に国に提案するぐらいのことを

やっていただいたほうが痛快だと思うのです。

せっかくアライアンスを組むのですから、こういう使い方をされたらどう

かなと思っています。最後に関係ないことですが思いましたので。

今、◯◯さんがお話ししてくれたことは、アライアンスのメンバーにとい

うことですね。聞いてみたらどうかどうかと。

それで、アライアンスもそうだけれども、もしかしたら自治基本条例にう

たっている今のいろいろな各機関のメンバーの委員やっている人たちに意見

を聞いてもいいかもしれないね。ほかの、自治基本条例に基づいて市政の市

民参加を促していく活動を一生懸命にやっている若者議会、女性議会、市民

まちづくり集会の実行委員会とかあるので、そういった人たちに意見を聞

く。その上で我々の判断材料にしてみるということ。今日の意見は今日の意

見としてまとめますけれど、あわせてほかの委員の人たちがどんなふうにお

考えになって、提案してくれるかを次回、一回、皆さんに出してみましょう

か。その点をやってみましょう。事務局のほう、協力よろしくお願いしま

す。

それでは、(２)を御覧ください。新城市地域自治区制度について、こちら

のほうを事務局から委員の皆さんに説明をお願いいたします。
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⑵新城市地域自治区制度について

事務局 前回、地域自治区が全国で13あるということを細かい表をお示ししたと思

いますが、今回調査結果がまとまりましたので、皆様に郵送いたしました。

岩手県花巻市と秋田県大仙市が空欄になっております。回答を求めているの

ですけれども、回答待ちとなっています。空欄になっております。そのほか

の地域自治区の市町村のほうから回答があって、まとめてみました。簡単で

すけれども説明させていただきます。

1ページ目ですが、北海道せたな町です。

人口7,500人のところで、３つの自治区がございます。調査結果としまして

は、諮問件数が今年度１件ということです。困っていること、悩んでいるこ

とはありませんかということで、過疎化・高齢化が進行し、地域協議会委員

のなり手が不足している。それから、地域活動の担い手の育成や発掘に困っ

ているということが回答いただいております。制度の検討としては継続です

が、理由のところに継続と回答したが、合併から約15年が経過し、職員数の

減少が計画よりも早く進んでおり、地域自治区の事務局の維持についても大

変な状況となってきているため、今後は地域自治区の廃止について検討して

いかなければならないと感じているという回答をいただいております。地域

協議会の委員構成ですけれども、３地域協議会がそれぞれ10人、そしてうち

女性がお一人、１割の方が女性ということです。年齢構成も38歳から75歳と

なっています。次に地域協議会活動です。会議の開催時間は、こちらは、３

時から夕方５時までということで昼間開催しているようでございます。

表ですけれども、裏面に続いております。開催日のほうも決まっておら

ず、進み具合で次回を決めるということです。こちらが悩んでいることは、

ここと同じく過疎化、高齢化ということで、なり手不足を心配しています。

あと、地域計画のほうも３地区すべて計画はないということです。

２番目の北海道むかわ町です。

人口7,700人ぐらいの町です。地域自治区は２つありまして、諮問件数も１

件ということです。困っていること、悩んでいるということで、合併後の旧

両町の均衡ある発展と各委員会や団体等との役割が明確でなくわかりづらい

ということです。一体性の醸成や行政の一体的な運営、地域自治区制度の再

検討をしているということで回答をいただきました。こちら、制度の検討と

いうことで、この調査で初めて変更と、ここ１件だけですけれども、回答を

いただいています。理由といたしましては、担い手の不足が進んでいる上

で、原則無報酬となっているのが現状であり、制度の変更または別の組織と

の統廃合が必要と考えているということを回答いただきました。地域協議会

については、それぞれ実行委員13人ということで、女性も６人、４人とかな

り多いのかなと思います。平均で35％となります。年齢構成も、２つとも

30代の方から70代の方ということで、上の地域協議会は会議の開催は年間１

回、会議の時間も夕方から夜にかけてという時間で開催されている。

裏面になりまして、開催日についても特に調整をしながらやっているとい
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うことで、地域自治区ごとの計画は、こちらは両方とも計画があるというこ

とで回答いただいております。

続きまして、３つ目、岩手県宮古市です。

人口5万600人ぐらいです。４つの地域自治区がございます。諮問件数につ

いては１件ということです。諮問内容について、新市建設計画の変更、地域

創生基金事業の選考、各種計画についての意見聴取とありますので、こちら

のほうをやっているということです。困っていること、悩んでいることとい

うことで、過疎化・高齢化が進行し、委員のなり手が不足。地域活動の担い

手の育成や発掘。基金事業の今後、本制度の今後ということで悩んでいると

いうことです。制度の検討としては継続とありますが、令和２年度に変更、

更新し、令和６年度まで継続としている。現在は令和７年度に廃止予定とい

う回答をいただいています。宮古市の地域協議会は、それぞれ委員が12名、

女性の人数が２名から５名、年齢も30代、40代の方からほかの80代までとい

うことです。時間も１つの地域自治区だけ昼間開催していますが、３つは夜

の開催となっております。

裏面になりまして、開催日についても特に決めていないということで、こ

ちら、地域自治区ごとの計画はすべてないという回答でございました。

１ページの一番最後ですが、福島県南相馬市です。

人口5万300人ぐらいです。３つの地域自治区がございます。諮問件数が過

去３カ年で31ということです。諮問内容はこちらにあるとおりです。制度は

継続でという回答です。地域協議会の人数ですけれども14人から15人、その

うち女性が４、５人ということで、こちらも高く、30％以上の方が女性だと

いうことです。年齢も38歳が一番若く、上は83歳まで。こちらも開催時間は

平日の午後ということで、昼間開催しているとなります。開催日についても

特に調整をしながらやっているということで、地域ごとの計画は、２つの協

議会はなしで、一番最後のところはあるという回答でした。

３ページ目ですが、会津町です。

人口が1万5,000人弱の町となります。制度の検討は継続という回答でござ

いました。委員も9人から10人、女性も３、４人ということで、こちらも率と

しては３割を超えている人数となります。こちらは若者のほうがいるという

ことで、27歳の方が参加されているということです。

会議の回数も４回行われているということで、会議の開催時間は昼間、１

時半から３時半、27歳の方が昼間の会議に出れるんだと思いましたが、そう

いう時間で開催しています。日にちは特に定めていないということで、審議

事項が出たときに合わせるということでした。困っていること、悩んでいる

ことですが、地域協議会委員の高齢化と出席率の悪さ、地域協議会の在り方

が困っているということでした。あと計画は、３つともなしということでご

ざいました。

続きまして２つ目で、新潟県上越市です。

こちらは18万9,000人の人口で、大きなところです。28の地域自治区がござ
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います。諮問の件数も平成29・30年が９件、令和元年度については20件とい

うことでございます。たくさんの諮問を答申しているということです。困っ

ていること、悩んでいることということで、なり手が不足、若年層・女性委

員の比率が低いということで回答いただいておりますが、地域協議会の内訳

を見てみますと、委員は平均して13人ぐらいいますが、女性の平均は2.5人、

約18％の割合となっていまして、困っていることにありましたように女性の

委員さんの比率が低いのかなと思いました。年齢も35歳の方が一番若く、

80歳を超えた方も入っていらっしゃいます。開催時間も14時から、13時から

と昼間のところもありますし、夜18時30分、19時と夜開催しているところが

あるということで、同じ市でも開催時間がいろいろあるということでありま

した。開催日も毎月何曜日と決まっているところと決まっていないところが

あるということです。地域自治区ごとの計画は、ここはすべてつくっていな

いという回答をいただいております。

次に長野県飯田市になります。

20の地域自治区があります。こちらも諮問の件数が過去３カ年で257件とす

ごい数の件数がございます。ほかに困っていることはないのですけれども、

地域協議会のほうは大人数、17人ぐらいいるので、女性の平均が６名ぐら

い、３割を超えているということで、飯田市もかなり女性が多くなっていま

す。年齢層ですが、30代の方から60代の方までと幅広く委員さんとなられて

いる。時間のほうは18時以降ということで、夜開催していることがわかりま

す。開催の日程も決まっていないということで、諮問のタイミングで開催す

ることが多いということで回答いただいています。こちら、飯田市はすべて

の地域自治区で計画は策定されているようです。

同じく長野県の伊那市です。

地域自治区は９ございます。諮問の件数はなしということで、困っている

こともなしという回答をいただいております。地域協議会の人数ですけれど

も、44人という最多の人数でありますが、右を見ていただきますと会議の回

数が１回とあり、ほかの地域協議会とは違った形で運営されているのかなと

思いました。平均して26名ぐらいの委員さんで、うち女性も５名が最大、中

には女性がゼロというところもあります。女性がゼロのところは、年齢も

66歳から72歳とかなり高齢な方たちの地域協議会になっている印象を受けま

した。時間帯のほうも19時半、19時からと夜に開催していることが多いよう

です。会議の日にちも特に決めていない。こちら伊那市は、地域計画をつく

っているところはなしということであります。

愛知県豊田市です。

12の地域自治区がございます。今までと違いまして、地域協議会が28あり

ます。１つの地域自治区で地域協議会が５個あったりするところがあって、

地域自治区は12ですが、地域協議会は28ということで新城市とは違うなと思

いました。こちらのほうも困っていることの中に、地域会議のほかに、うち

でいう地域協議会ですけれども、地域コミュニティ会議、地域学校共働本部
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といった、市の関与する地縁団体が複数あり、組織が重層化している。とい

うことでした。地域特性が多様であるため、市内一律の制度は難しいと感じ

ているという御回答をいただいております。28の地域協議会の委員さんを全

員合わせると497名、約500名の委員さんがおられます。各地域協議会は17人

ぐらい、うち女性が3.5、女性の比率が低いかなという印象です。年齢も31歳

が一番若く、82歳くらいまで。会議の時間帯も全て夜でございます。開催は

前年度に決まっている。地域計画ですけれども、あるところとないところと

バラバラでございました。

12番が新城市でございます。

10の地域自治区があり、新城市の困っていること・悩んでいることで、ほ

かにもありましたが、過疎化・高齢化が進行し、地域協議会委員のなり手が

不足している。また、地域活動の担い手の育成や発掘ということも回答いた

だいております。次、地域協議会の委員さんが200人以上いまして、平均21人

ぐらい、女性の人数も平均5.5ですが、鳳来中部のように１人のところもあれ

ば、作手のように10人参加しているところもあり、平均25％ぐらいの女性の

割合になるのかなと思います。

新城市が若者の人数のところ、今までずっとゼロだったのですけれども、

新城市は舟着と八名に１人ずついるということでした。会議の開催はすべて

夜開催となっています。会議の日時、日程のほうも特に決めていないという

ことで、ただ前年度の年間スケジュールを参考にしているところがありま

す。あと会議の開催場所で、今までずっと市の施設とありましたが、八名地

域協議会だけ地域の施設を使ってやっているという回答です。計画のほうも

１カ所なしとありますが、本年度すべて地域計画があるということになりま

す。

最後に宮崎県宮崎市です。

こちらは22の地域自治区がございます。困っているということで、地域協

議会の委員は、団体の代表及び公募による委員で構成されているが、委員の

認識にも差があり、十分な協議がなされていない地域もあるということで

す。地域の各種団体では、高齢化により特定の人材に負担が集中し、専門的

なスキルやノウハウが不足するなど、人材の確保が課題であるということで

回答をいただいています。地域協議会は22ございます、全部で400人くらい。

平均18人ぐらいで構成されておりまして、うち女性も平均で６名、34.1％で

あります。女性の比率が高いかなということです。年齢についても30歳から

85歳まで、開催日が平日の夜間。開催日のほうは原則２月、５月、８月、

11月と定例会が年４回ということです。計画のほうは、すべての地域自治区

であるということです。

以上で説明は終わりです。

どうもありがとうございました。事前に資料を送ってもらっていたので、

それを読んで、多分皆さんも話がよくわかったのではないかと思います。

それでは、自治振興課長に来ていただいているので、何か追加で、今回の調
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会 長

委 員

会 長

事務局

査でわかったこととか、コメントがありますか。

今日、地域協議会の委員さんがたくさんみえていますが、私が代表という

ことで答えますと、それぞれの地域で困っていること、悩んでいることとい

うところに着目しますと、似ているところがあるのかなという気がしまし

た。

ありがとうございます。委員の皆さん、せっかくですので、少し議論を

進めながら、また後で補足していただくとしていきましょうか。

今回の調査で、説明をいただく前に見ていて、非常に新城の特徴が出てき

ていますね。ただ、それが何かというのは、委員の皆さんに発見してもらえ

たらと思うし、あるいは僕が気がつかないところをたくさん気がついておみ

えになると思うので、皆さんから、この調査からどういうことがわかるかと

いうところで少し御発言いただきたいと思います。特にほかとの共通点だけ

でなく、新城の強みとか弱みとか、そういう観点でもいいと思うし、このア

ンケートから随分いろいろな特徴が見えてきています。皆さんはどんなとこ

ろに何かお気づきのことがあるか。それを一回皆さんから聞いてみましょう

か。それがこの地域自治区制度、新城の地域自治区制度を今後どういうふう

に発展させたらいいかというヒントにつながってくる部分が多いと思います

ので。どうですか。

よくまとめていただいて、しっかり見てきまして、１つ思いました。飯田

市は、諮問件数は257件ですが、会議の年間回数が２回。ということは、その

下部組織という言い方がいいのか、前段がいいのか、この会議の前にそうい

うような組織でいろいろなことをもんでみえるのか、うまくやってみえるの

かなと、そこは知りたいなと素朴な疑問でした。諮問件数257件は非常に多い

し、各市２回しか会議をやっていないのは不思議に思いました。その辺、も

し飯田さんのほうで教えていただければ、今後の地域協議会の参考になるの

では。

今の点について、調査された側としてどうですか。この会議の性格ですよ

ね。だれが主催して、どういう会議なのかというところが説明が必要かなと

思いますが、その辺は知っていますか。

この調査しか回答がないものですから、細かなところはわからないのです

が。地域協議会を開催しているのが、この表でいきますと２回だったり、３

回だったり、４回だったりということで。飯田市は一時、諮問する事項とい

うものを確か増やしたのか、見直しをしていました。この地域自治区の区域

内にある公共施設を更新するとか、廃止するとか、新設することはもちろ

ん、地域自治区に関係する計画とかがあったんですね。そのことについて意

見を聞くというようなことがあった。この257件は過去３カ年分ということな

ので、単純に平均すると80件ぐらい、20の地域自治区があるということがあ

って、年間は４件ぐらい。効率的に少ない回数で意見をまとめられているの

かどうなのか、一度に４件の諮問が出されて、少ない状態の中で検討されて

いるのか、これは確認ができていないので、確認したいなと。
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ここは諮問件数がやたらと多いのですけれども、たくさん、実は行政のほ

うから各地区ごとにいろいろと検討してほしいと。合併後の公共施設の再編

を進めるにあたっての検討会議を随分求めていて、それぞれの地域自治区、

地域協議会ごとに話合いをしているので、多分その延べ数がこの諮問のとこ

ろに出てきている。

一方で、右側のところで、地域自治区では、新城市と同様に交付金の審査

であるとか、実績報告会であるとか、地域計画にあたる地区別将来構想と

か、こういったものをつくっているのです。これなどは多分会議の中には入

っていない。指定管理者になっている公民館などで相当話合いをしています

ので、この辺の会議の数というのは、市が諮問したものについて全員が集ま

って最終的に協議をするような場面であって、日常的な会議は多分膨大な数

をやってみえるのではないかな。寄合ですね、要するに寄合をやってみえる

と思います。私はそういうふうに聞いていました。

この地域も若手がいないということで悩みごととしてあるのですが、愛知

県豊田市の年間の会議数は大体１月に１回は行われているのに、３カ年の諮

問件数がゼロというのが気になりました。その他の内容の困っていることの

中に、ほかの地区コミュニティ会議とかけもちしている人がたくさんいて、

その会議に人が集まらない、意見がまとまらない。もう１つ、地域特性が多

様なため、一律の制度では難しいので諮問件数がないというとあれですけれ

ども、決まらないのかなというのが気になりました。以上です。

この表だけではなかなかくみ取れないものがあるなと思いました。例えば

委員の人たちがどういう人たちなのかというのがこの中で見えてきていな

い。新城市もそうですけれども、新城市は私たちはそこにいるので、大体区

長さんを中心としてとなっているわけですが、他の地域自治区ではどんな人

たちが、例えば団体から出てくるのか、公募なのか、それともＮＰＯなの

か、そこらあたりの構成する人たちがどうなのかというのがわからないとい

うのが、この中では読みとれないのがネックかなと思います。

もう１つ、この地域協議会というのは、いわゆる話合いの場としてのも

の。飯田市などでは、その下にまちづくり団体か何か、何か実行組織があっ

たと思います。そういったものということで、新城市はだれが主体かという

と、それは区というようなこととか、いわゆる地域協議会のメンバー構成か

らするとどうしても区という単位になってくる。地域自治区の地域活動交付

金ですね。もちろん一緒になってやることもできるのですけれども、大体区

という単位なのです。それがＮＰＯとかになると地域自治区と範疇が違うの

かなと。ここらあたりが他の地域自治区ではどうなのかというのがわかりに

くいかなというのが１つあります。

もう１つ、新城市では、先ほどもありましたけれども、会議の回数が20回

もやっているところもあったり、地域協議会委員さんの負担はどうなのかな

と心配するところであるので、その辺が今後、担い手不足などはどこでもあ

るわけなので、そこら辺とどうかかわってくるのかなと考えるところではあ
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ると思います。以上です。

この表を見させていただいて、新城地区は全体的に会議の回数がとても多

いなと思いました。私の鳳来南部地域の協議会は13回になっていますが、大

体１カ月に１回、それプラス地域活動交付金の審査会だったり、報告会とい

うことで12回よりちょっと多いぐらいの回数だと思いますが、ほかの地区を

見ると新城でいうと22回、ここにある資料で全国と比べても回数が多いなと

いう意味では感じました。

思ったことだけを言います。私もこれを見て、この資料を見てパッと目に

ついたのが、若者の数と会議の数です。若者の数はほとんどないなというこ

とで、新城は２つ、他に１つしかないということで、私の考えはもっと若者

と一緒になってやっていきたいなということを思いますけれども。

もう１つは会議の数です。しかし、内容を考えてやっていきますと、実際

に数回で終われるのかなという気持ちがします。実際に各地域自治区単位で

地域協議会で何かを取組んでいこう、年間の地域計画をつくって、それに沿

ってどんな事業が出来るかということを考えてやっていく。そうすると、ど

うしても複数回、２桁の数が必要ではないかなと。どんな運営をしている

か、その運営の仕方にもよるだろうと思いますけれども、実際にこの地域協

議会の数プラス、私の関係している地域協議会ではその前に必ず分科会をや

りますので、分科会で練っております。そうするとその倍ぐらいはやってい

るのではないかと思わないでもありませんが、そのくらいの気構えがないと

なかなか回っていかないかなという気がいたします。以上です。

ずばり◯◯さんと◯◯さんに聞きたいのですけれども、新城市の会議は数

が多いということなのですが、ただ活動している内容の大事さからいうと、

ここはやむを得ないだろうという落としどころがありましたが、一方でかか

わっている側から見ると、大変ですか。若い世代にこれから参加してもらお

うとすると、これはちょっとヤバいぞとお考えか、あるいは実際はそんなに

大したことないよと言っていただけるか。

実際のところは大変です。回数が増えると、それだけ自分がやりたいこと

も制約されますし、時間も制約されますしということですけれども、しかし

やった以上はということで腹をくくってやっているということであります。

回数が大変かどうかということで言えば、個人的には１カ月に大体１回ぐ

らいなので負担ではない。ただ、例えば地域自治区予算などを決めるとき

に、先ほど◯◯さんも言われましたけれども、１回の会議では決まりませ

ん。どうしても何回か会議を重ねないと、次年度の地域自治区予算とかを決

めるのはすぐに決まるものではないし、無駄な回数ではないと私自身は思い

ます。さっき言ったように私は負担ではないです。以上です。

まだ２年目ですけれども、個人的にはすごく負担になっていて、会議数は

実際12回となっているのですけれども、一応僕、副会長という立場をやらせ

ていただいていて、最近は会議を充実させるために事前打合せなどもあった

りして、分科会ではないですけれども、地域協議会で何かをやるとなるとそ
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ういった打合せにも行かなくてはいけなくなってしまう。特に仕事終わりに

あると、そのまま休む間もなく会議の場所に行ったりというのがあるので、

言い訳でしかないですけれど、疲労で集中できないこともあったりする。自

分の時間をとられるのは、やってみれば仕方ないのかなと思うのですけれど

も。結構負担にはなったりします。ただ経験としては、やっていて損はない

かなと思っています。

私は、これ全部ばーっと見て思ったのは、新城市は割と委員の方の年代が

若いなという印象を受けて、よかったなと思いました。未来がある感じがし

ます。

全体的に担い手が少ないというのは、そもそも合併の段階で人口の少ない

ところがくっついてというところの兼ね合いもあるので、しょうがない部分

ではあるのかなと、全国的にそういうことがあってもしょうがないのかなと

感じています。

あとは、年間スケジュールを組んでいるところと組んでいないところがあ

り、新城市でいくと地域協議会の方針ということで年間スケジュールを組ん

でいるのですけれども、ほかの自治体さんはどれぐらい、参加者に沿ってと

いうか、長野県の伊那市の伊那地域自治区などは地域協議会の会長の予定に

合わせるためという理由もありますので、その辺はやるにあたってどうなん

だろうなと思いました。

ありがとうございます。

もう少しこの自治体の話は聞いてみたいというところがあれば後で出して

ほしいのですけれども、新城市の特徴をとらえながら、あわせて新城市のこ

の地域自治区制度を質的に発展させていく意味でということで。

今、新城市のデータを見ると、皆さんが御指摘されたとおり、まず委員の

中の女性の割合が多い、高いですよね。特に作手は23人中10人が女性だとい

う、半分です。全般的にほかの地域自治区に比べて女性の占める割合が高い

ということと、18歳以上29歳のところ、ほかはゼロが並んでいるとことに新

城はポツポツですけれども１、１という数字が出ているように、◯◯さんが

言ってくれたように若い世代が参加をしているという現実があります。そし

て、この年齢の幅ですけれども、当然そういうことから年齢の幅が広い。よ

く見ていくと上の年齢が、ほかのところに比べると必ずしも高くはないので

す。それから下の年齢が低い。全般的に13の地域自治区の中では年齢構成の

上限、下限が低いという特徴があるのです。そして、八名は日本で一番会議

をやっているということになっていくわけで、こういう特徴があるわけで

す。

ですから、これがやらされてやっているのか、それとも非常に前向きに取

組んでいるのか。なぜかというと諮問件数がゼロなんです。諮問がゼロであ

りながらたくさん何か取組んでいるということは、これは主体性があるとい

うことなのでしょうか。一方で負担があるということは、これはもう当然の

ことで、時間を制限されるということはあるでしょうね。
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そうすると、先ほど話に出てきた、委員というのは一体どういう人がやっ

ているのかというところは、確かに興味深いところですよね。お役で回って

きたからやるというところがある一方で、いや、そうではなくて手挙げ方式

でやりたいと、あるいは経験してみたいということもできる町なのかもしれ

ない。その辺の委員の属性がどうなっているかということは、どこかの町を

一回調べてみることと、新城はどうなんだというところを自己検証をしてみ

る必要があるような気がします。

ほかの団体は、地域協議会の下にまちづくり委員会とかそういう組織を設

けて、そこの中に部会を設けて、その部会の中に町内会とかＮＰＯとかが入

ってくるケースも初期にはあったのだけれども、最近ではその部会そのもの

をＮＰＯ法人とか株式会社のような形にして、実行組織として自立化を図っ

ていくところも出てきたりしています。新城は、先ほどの話の中でこの地域

協議会の下には行政区であるとか、各地域の無認可の団体が多数あるという

ことだったのですけれども、今後はこういう地域づくりを継続的に、持続的

に取組んでいったりする上でどういう方式があったらいいのか、このあたり

は考えてみる必要があるかもしれません。

今、ざっと見た限りでも、探ってみたいことと今後の課題が見えてきたよ

うなものでした。

今、先生がお話しいただいてあれなんですけれども、皆さんも今日、これ

を見ていただいて、先生がおっしゃったように実際に委員さん、先生が最後

に言ったようにお役で出ていたりだとか、そうでなかったり、いろいろな市

で違うと思います。

一番最初に◯◯さんからも質問もあったのですけれども、全国で地方自治

法に基づく自治協議会は13だけなのです。先生の論文を見たときに、日本全

国で約1,700の団体があるのですよ。そのうちのほとんどにおいて、地方自治

法に基づかない形でやっている。

ぜひ皆さん、新城市というところは地方自治法に基づくというところです

ので、必ず住民の意見を聞くためにこういったことを受けることが法律に定

められています。そういった法的な担保、そういったものが必要だからとい

うことで市はやっています。ですので、皆さんも回数が多くなって、自ら自

分たちで地域計画の見直しだとか何回もやった上である地域協議会なので

す。こういった実情をぜひわかっていただいて、いろいろと御検討、御意見

いただけたらと思います。

ありがとうございました。

皆さん、お願いがあるのですけれども、事務局にもお願いしたいことでも

あるのですが、今回のアンケート結果、まだ出てきていない自治体もあるの

ですけれども、ひと先ず出てきた結果から新城市の地域自治区制度の特徴を

読みとってみてほしい。それを事務局のほうにペーパーで書いて、一回寄せ

てもらえないでしょうか。このアンケート結果から、新城市の地域自治区は

他の全国の12の地域自治区などと比較してどんな特徴をもっている地域自治
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委 員

区、地域協議会であるのか。それは、もちろん皆さんなりの価値観を入れて

もらって結構です。非常に優れたところという点で特徴を見出すことも出来

るだろうし、それからやはり再検討しなければいけないと見えるところもあ

るかもしれない。それを言い合うことプラス、こういったところが特徴だ

と、それを簡単なレポートで結構です、箇条書きでも結構ですので、書いて

事務局のほうに寄せていただけないでしょうか。

それから、行政側からすると、ほかのところに比べて非常に若い世代が多

いとか、会議の回数が多いとかというようなことが起きています。地方自治

法上の制度というのは、これはあくまで行政の附属の機関という性格をもち

ますので、公共的なサービスを住民側が担って行っているということでもあ

るのです。こういう数字として出てきたことを行政側としては前向きに評価

出来ることとしてはどういうことがあるのか。それから、考えなければいけ

ないことは、他と比較してどういうことがあるのかということを、申しわけ

ないですけれども事務局のほうにお寄せいただけるとありがたいと思いま

す。これが１点目です。

もう１つ、ほかの自治体でもう少し深堀して聞いてみたらいいところがあ

るのではないか。例えば先ほど◯◯さんが委員の属性のことを言ってくれま

した。どういう立場の人がやっているのか。年齢が低ければ、当然学生がや

っている可能性もあるし、会社員でも若い人がやっているというようなこと

がいえるのかもしれないけれども、ほかのところはどうやって委員を選出し

ていたりするのかというところで、一回聞いてみたいところがありますよ

ね。皆さん、自分なりの観点で聞いてみたい自治体と聞きたいこと、それが

あったら、皆さんの関心で結構ですので、これも事務局のほうに寄せていた

だけませんか。全部だと大変なので、比較的多い自治体を選んで、今度は電

話インタビューも含めて聞いてみたいなと思います。これは私が責任もって

やります。

日にちですけれども、箇条書きでも結構です。レポートみたいな形で分析

した結果を出していただくのは、出来れば年内にはやっておきたいので、今

日が10日、そうしたら１週間ぐらいでいいですか。17日ぐらいでどうです

か。お仕事との兼ね合いでも。皆さん、すみませんけれども御協力お願いし

ます。そうやって次の会議に向けての準備をしていきたいと思います。

何かこの内容について追加で御意見がありますか。

今、私が考えているのは制度そのもの、予算の枠ですね。１億円という

枠、7,000万円、3,000万円の枠というものが問題なのか、地域活動交付金が

問題なのか。地域活動交付金でいえば審査基準とか審査方法とか、そういう

ものも出たと思うのですけれども。４番目に地域自治区予算ですね。各課と

の調整はどういうふうになっているのかとか、地域自治区予算にそういった

課題があるのかどうか。次が委員の構成、属性ですが、若者枠、女性枠、障

害者枠とかそういったいろいろなセクターに入っていただくような形になる

のか。ここら辺の見直しについてどういうふうにもっていくのかというか、
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委 員

会 長

私たちの市民自治会議自体が、例えば答申をするわけですけれども、地域自

治区というのは地域の独自性に任せることが前提だと思うのです。この委員

会の答申は何になるのかなと私の中で整理が出来ていないのですけれど。

そこはまだだれも整理できていないところだと思います。これほど多様な

意見が出てきたり、特徴が出ているので、むしろ今、◯◯さんがおっしゃっ

たようなことは、新城市内の、例えば◯◯さんとか◯◯さんたちが今、かか

わっておみえになるような新城市の地域自治区の課題とか、あるいは論点と

して考えてもらうほうがいいのでしょうか。

多分そうでしょうね。これは、聞くことではないと思うので。地域協議会

の会長さんたちに今の地域自治区予算の額であるとか、地域自治区予算を確

定するための行政サイドとの協議の仕方のことであるとか、そういった中で

改善すべき課題があるのかどうかとか、それから地域活動交付金の金額の多

い、少ないであるとか、あるいは実際の審査は地域協議会がやってみえるわ

けだけれども、そこで改善すべき課題を一回整理をしてみるとか、そういっ

たことってやはり必要ですか。ここで検討することって。

ほかに、例えば地域協議会運営委員会、連絡協議会だったかな、横の組織

がありますよね。そういう場で検討されていくべきことであれば、そちらで

いいと思いますけれども、この市民自治会議として扱って、みんなと意見交

換したほうがいい論点があれば、いろいろな話題を出してくれたけれども、

その中であれば出していただいてもいいし。

個人の意見になるのかもしれませんけれども、予算の金額とか交付金の金

額においては、その地域協議会のほうの会議で話し合われるほうが私はいい

のかなと思います。地域によっては地域活動交付金を予算どおりにゼロにな

るところもあれば、余ってしまうところもあるので、そういう問題はそちら

の地域協議会のほうの会議で話し合われるべきで、ここでは違うのかなと個

人的に思います。

皆さんも覚えてみえると思いますけれども、前回の会議のときも、例えば

若者議会と地域協議会はもっと連携したほうがいいのではないかという話題

を出された方もみえましたよね。つまり地域協議会の中の今の制度上のいろ

いろな問題というのは、これはそちらのほうの委員会でやってもらうとし

て、市民がまち全体のまちづくりに参加したりとか、非常に身近なところの

まちづくり活動に参加をしたりする、そういう機会をつくっていくというと

ころでは、この地域協議会はすごく大事な役割をしているのだけれども、そ

ういう中で幸いにして若い世代が運営に委員として参加したりとか、活動に

参加したりということが、新城市の場合、出てきているのかもしれないです

よね。そういういいところをより伸ばしていく。大変なことが多いだろうけ

ども、新城市の地域自治区、地域協議会の運営だとか活動でいいところをさ

らに伸ばしていくにはどんな工夫をしたらいいかというところが、おそらく

市民参加のまちづくりを進めていく上で大事な論点になるだろうし、それが

市民自治会議の中の大事な論点の１つではないかなと思いますけれども。そ
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の辺は今度、実はまとめていくべきかなと思って、先ほど皆さんにぜひこの

アンケートを分析してみてくださいということでお願いしたつもりだったの

ですけれども、どうでしょうか。高齢化が進んでいるとかいろいろなところ

が共通しているわけだけれども。

確認事項に近いのですが、この市民自治会議のほうに地域協議会の活動も

含めて、見直しをするために議論をしていくことを責務として与えられたの

か、さっき言った若者議会で前回いろいろな指摘が、入ってみるといいよと

いうのは、考えているばっかりだけではなく、やる場が地域協議会であるの

で、若者議会等でいろいろ考えていただいたものを実践する場がそこにある

ので、いろいろな会議をつくっているから、そういうふうにしていくと相乗

効果が出るので、そのコーディネートをこの市民自治会議がしていくのか、

目的がどうなのかという疑問を常に思っている。

諮問の事項は後者の部分に近いと思います。つまり、地域自治区制度の在

り方を再検討するということは、この市民自治会議の課題ではなくて、それ

はむしろ地域自治区を所管している市の側、そちらのほうで実際に地域協議

会の会長さんとか委員の皆さんと協議をして進めていっていただくことが大

事だろうと。

むしろこちらの市民自治会議は後者の部分に近くて、ほかにも自治基本条

例に基づいて活動している、あるいは設置されている委員会などがあって、

そこで参加している人たちがいる。若い世代もいれば、女性もいれば、中学

生もいたりする。そういう既存の制度などもうまく活用しながら、この地域

自治区をさらなる発展の方向に後押しすることが出来ないかというのが諮問

の内容でした。

ということは、市の中の実務に凝りかたまるのではなく、今回つくってい

ただいた資料で広くいろいろなところに目を向けて、気がついたことを提案

していくというスタンスでよろしいということですか。

そういうスタンスで結構です。

皆さん、趣旨としては了解してもらえましたか。確かにこの内容につい

て、制度そのものをもう１回検証して、見直すべき提案も出来るかもしれな

いし、それが多くの若い世代をはじめとして、まだ委員の経験がない人たち

の参加の機会をつくることになる可能性は大いにあるのだけれども、そこは

やはりもう既に活動している組織があるので、そちらのほうが一番よく知っ

ていることでもあると思うし、そこにまずはお願いするとして、我々はこの

設置された地域自治区地域協議会を外から応援していくというか、そういう

観点でこのアンケートから見てとれる特徴を踏まえて、さらに地域自治区を

使って、あるいはそういう場を使ってまちづくりを活発にしていくためには

どんな提案が出来るだろうか。そこら辺はアンケートから読み取れるいろい

ろな特徴を、皆さん自身のネットで調べてもらってもいいし、自分でわかっ

ていることを提案にまとめてもらってもいいかなと思っています。

どうでしょうか、皆さん。よろしいでしょうか。
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３報告

⑴市民まちづくり集会について

開催日時：令和３年２月６日(土)

場 所：新城市役所

新城市開発センター

新城市つくで交流館

・感染症対策として会場を分散し、少人数で開催

・各会場をオンラインで繋ぎ情報共有を図る

４その他

次回の日程

１月２２日（木）１８時３０分から

閉会

それでは、時間も超過してきましたので、今日の審議事項はここまでにさ

せていただきたいと思います。それで３の報告事項のところ、事務局から手

短にお願いいたします。


